
8月
（葉月）AUGUST

納税者の税務に関する権利・義務をわかりやすい言葉で説明し
た公文書。現在、OECD加盟国中、英米仏や韓国など24カ国が制
定しており、納税者憲章、納税者権利宣言などの呼び方がありま
す。我が国でも政府税制調査会が平成22年度税制改正で、その制
定について１年以内を目途に結論を出すとしています。
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8 2010

ワンポイント

8月の税務と労務

納税者権利憲章

国　税／7月分源泉所得税の納付
                                     8月10日
国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日
国　税／12月決算法人の中間申告
                                     8月31日
国　税／9月、12月、3月決算法人
            の消費税等の中間申告
            （年3回の場合）  8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
            間申告                8月31日
地方税／個人事業税第 1 期分の納付
            都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
               市町村の条例で定める日
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               8月号        2

雇
用
保
険
法
と
育
児
・
介
護
休
業

法
が
改
正
さ
れ
、
育
児
休
業
を
し
た

と
き
に
支
給
さ
れ
る
給
付
金
が
変
わ

り
ま
し
た
。

    平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
（
施
行
日
）

      か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の

育
児
休
業
基
本
給
付
金
と
育
児
休

業
者
職
場
復
帰
給
付
金
が
統
合
さ
れ

て
、
「
育
児
休
業
給
付
金
」
と
し
て

育
児
休
業
期
間
中
に
全
額
支
給
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
育
児
休
業

に
係
る
給
付
金
が
、
新
制
度
の
対
象

と
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
旧
制
度
の

対
象
と
な
る
の
か
は
、
「
育
児
休
業

開
始
日
」
に
よ
り
ま
す
。

こ
の
育
児
休
業
開
始
日
が
、
施
行

日
前
の
場
合
は
旧
制
度
の
、
施
行
日

以
後
の
場
合
は
新
制
度
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

⑴
　
新
制
度
の
対
象
者
の
場
合

育
児
休
業
給
付
金
（
休
業
開
始
時

賃
金
日
額
に
支
給
日
数
を
掛
け
た
額

の
五
〇
％
相
当
額
）
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
に
、
育
児

休
業
期
間
中
に
事
業
主
か
ら
賃
金
が

支
払
わ
れ
る
場
合
は
、
算
式
１
の
よ

う
に
な
り
ま
す
（
例
１
参
照
)。

⑵
　
旧
制
度
の
対
象
者
の
場
合

従
来
ど
お
り
で
、
育
児
休
業
基
本
給

付
金
と
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
(例
２
参
照
)。

Ⅰ
　
育
児
休
業
基
本
給
付
金

支
給
額
は
、
休
業
開
始
時
賃
金

日
額
に
支
給
日
数
を
掛
け
た
額
の

三
〇
％
相
当
額
で
す
。
た
だ
し
、

被
保
険
者
に
、
育
児
休
業
期
間
中

に
事
業
主
か
ら
賃
金
が
支
払
わ
れ

る
場
合
の
給
付
金
は
、
算
式
２
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ⅱ
　
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金

育
児
休
業
終
了
後
職
場
復
帰
し

て
、
引
き
続
き
被
保
険
者
と
し
て

六
カ
月
以
上
雇
用
（
被
保
険
者
資

格
が
継
続
）
さ
れ
た
場
合
に
、

「
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
×
育
児

休
業
基
本
給
付
金
の
実
際
に
支
給

さ
れ
た
支
給
日
数
の
合
計
×
二

〇
％
相
当
額
」
（
Ⅰ
と
併
せ
て
五

〇
％
と
な
る
）
が
、
一
時
金
と
し

て
ま
と
め
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

    平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
(施
行
日
)

      か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の

今
般
の
育
児
・
介
護
休
業
法
の
改

正
に
お
い
て
、
父
母
と
も
育
児
休
業

を
取
得
す
る
場
合
の
育
児
休
業
取
得

可
能
な
期
間
が
、
子
ど
も
が
一
歳
二

カ
月
に
達
す
る
ま
で
と
な
り
、
現
行

よ
り
二
カ
月
延
長
さ
れ
ま
し
た
（
パ

パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
)。
た
だ
し
、

父
親
と
母
親
一
人
ず
つ
が
取
得
で
き

る
休
業
期
間
（
女
性
の
場
合
は
、
出

生
日
以
後
の
産
前
・
産
後
休
業
期
間

を
含
む
）
の
上
限
は
、
従
来
ど
お
り

一
年
間
で
す
（
例
４
、
５
参
照
)。

【算式１】
賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた
額の
①　30%以下の場合

…休業開始時賃金日額×支給日数×50%を
支給

② 30%超80%未満の場合
…休業開始時賃金日額×支給日数×80%−
賃金額を支給

③ 80%以上の場合
…育児休業給付金は不支給

【算式２】
賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた
額の
①　50%以下の場合

…休業開始時賃金日額×支給日数×30%を
支給

② 50%超80%未満の場合
…休業開始時賃金日額×支給日数×80%−
賃金額を支給

③ 80%以上の場合
…育児休業基本給付金は不支給

—1—

—2—



3         8月号



               8月号        4

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
親
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
（
一
八

歳
に
達
す
る
日
以
後
、
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
あ
る
児
童
を
い

う
）
の
母
や
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
、
児
童
の

心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す
る

こ
と
を
趣
旨
と
し
て
創
設
さ
れ
た
手

当
で
す
。

本
手
当
は
、
父
母
が
離
婚
し
た
児

童
、
父
が
死
亡
し
た
児
童
、
父
が
一

定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児

童
、
父
が
生
死
不
明
で
あ
る
児
童
な

ど
の
母
等
が
そ
の
児
童
を
監
護
す
る

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
従
来
は

支
給
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
「
子
と

生
計
を
同
じ
く
す
る
父
」
（
父
子
家

庭
の
父
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二

年
八
月
一
日
以
後
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
今
年
度
は
十
二
月
に
八
月

〜
十
一
月
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
は
、
子
ど

も
手
当
と
併
給
さ
れ
ま
す
。

雇用保険の手続きが変更
事業主が、労働者を雇い入れたときに

は、翌月10日までに「雇用保険被保険者
資格取得届」に、労働契約書、労働者名
簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係
る被保険者となったことの事実及びその
事実のあった年月日を証明することがで
きる書類を添付して、所轄ハローワーク
に届け出なければなりませんでしたが、
平成22年４月１日以降の届出について
は、これらの添付書類は不要となりまし
た。

ただし、①事業主が初めて資格取得届
を提出する場合、②法定の提出期限を過
ぎて資格取得届を提出する場合、③法定
の提出期限から起算して過去３年間に失
業等給付の返還または納付を命ぜられた
ことなどがあったと認められる場合、④
①〜③のほか取得届に疑義がある場合等
については、従来どおり前記の書類を添
付しなければなりません。

患者の負担割合の判定基準
健康保険の被保険者が75歳になり、後

期高齢者医療制度の被保険者になると、給
料（標準報酬月額）は変わらないのに、一
部負担金の割合が引き上げられることがあ
ります。

これは、①70歳以上75歳未満の健康保
険の被保険者と②後期高齢者医療制度の被
保険者とでは自己負担割合の区分に係る判
定基準が異なるためです。

①の自己負担割合は、標準報酬月額を基
準に定められていて、28万円以上の被保
険者（現役並み所得者）については３割、
26万円以下の被保険者は、他に老齢給
付、家賃収入など定期的な収入があった
り、養老年金など一時的に高額の収入があ
った場合であっても１割です。

なお、標準報酬月額が28万円以上であ
っても年収額が一定額（単身者は383万
円、夫婦の場合は520万円）未満であれ

ば、申請することにより１割負担となる特
例が設けられています。

一方、後期高齢者医療制度の自己負担割
合の区分に係る判定は、課税所得額に基づ
き行われます。
a 現役並み所得者（住民税の課税所得が

145万円以上の被保険者とその被保険者
と同一世帯にいる被保険者）

３割負担が原則ですが、同一世帯にお
ける被保険者数と年収（金額は①と同
じ）により１割負担となることがありま
す。この場合は、市町村の窓口に１割負
担の申請をする必要があります。

s 一般（現役並み所得者及び住民税非課
税世帯以外の人）

負担割合は１割です。
ちなみに、収入とは、前年（１月〜12

月）の所得税法上の収入金額のことで、必
要経費（公的年金等控除や給与所得控除な
ど）や所得控除を差し引く前の金額をいい
ます。

児
童
扶
養
手
当
が
改
正




